


障がい学生支援室からのメッセ ー ジ

このパンフレットは、 障がいのある学生に対して、

本学が行う修学上の配慮や手続きについて紹介するものです。

けれども、 障がい学生支援は、
「

困っている誰か」のためだけにあるものではありません。

この社会に生きている私たち誰もが、 その環境によって、

マジョリティにもマイノリティ（少数派）にもなり得ます。

マジョリティとマイノリティの間にある格差に気付くこと、

他人事てはなく
「

自分ごと」として捉えること、
「

ひとり一 人違う」ことを前提とした相互理解を通して、

本学が、
「
ともに学びあい、 育ちあう場」として機能し、

すべての学生がそれぞれの個性にあわせて力を発揮てきるよう、

みなさんと一 緒に考えていきたいと思います。

先輩か らの メ ッ セ ー ジ

私の所属している専攻ては、学外にフィ ー ルドワ ー クに行くことが多く、授業が教室外て
‘行わ

れるということに大きな不安を抱えていました。日常の様々な不安、心配事、就職活動の相談
など、幅広い相談はもちろん、先生方との話し合いの時に、コ ー ディネ ー ター 同席ての相談を
しました。また、空きコマには集中したい時や休憩などにも、支援室を利用しています。静か
て

，，、気軽に話しやすい雰囲気のため、とても過ごしやすく感じています。支援室は、誰に相談
したらわからない時、言いにくいことがある時と様々な悩みに、気軽に相談てきるのて

，，

、安心
して訪ねてみてください。

文学部 歴史学科文化遺産専攻 NA

大学生活、ちょっと困ったなと思ったら、気軽に立ち寄ってみてください。支援室の職員さん
は、学業のことはもちろん、プライベ ー トな悩みも親身に相談に乗ってくれました。私自身、
皆さんに支えられたおかげて，，

、無事に大学生活を乗り越えることがて‘きました。少して‘

も不安
や困難を感じている方は、一度相談してみませんか？

経済学部 MM

メンタルがダメになって学校に行けなくなってから、この世の全てが敵だと思っていました。
そんな時支援室の存在を知り、初めは話さない関わらないとトゲトゲしてました。
なんだかんだ通ってみると何も間かれない話す必要もない、しんどいときに逃げていい場所て‘

した。安全な場所があると世界の見え方が変わって他人に少し歩み寄ってやるかと最近は思え
るようになりました。ツンツンしててもいいし、全てが敵てもいい、敵だと思ったら案外味方
かもしれない。まぁ1回くらい来てやるのも悪くないんじゃないかなと思います。

農学部 FN
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１．基本的な考え方
(1) すべての学生に対する修学支援の一環として「障がい学生支援」をとらえ、各部

署が主体的に関わり、専門性のある支援体制を確立する。
(2) 修学の権利の主体が学生本人にあることを踏まえ、学生の要望に基づいた調整を

図る。
(3) 障がいのある学生の内発的主体性を育み、自立と社会参加につながる支援を行う。
(4) 障がいの有無にかかわらず、学生が共に学びやすい環境づくりに努める。
(5) 学内・外の関係機関と有機的な連携に基づく支援を行う。
(6) 個々の状態や障がいの特性に応じ、適宜改善する姿勢で取り組む。
(7) 合理的配慮は、学生との建設的対話による合意形成に基づき提供する。

龍谷大学における障がい学生支援

２．大学における合理的配慮
大学における合理的配慮とは、障がいのある学生が「教育を受ける権利」を享有・

行使できるよう、大学が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。障がいのある学
生に対して、状況に応じて、個別に必要とされるものであり、かつ大学に対して過度
の負担を課さないものとされています。
合理的配慮は、障がい者が受ける制限は、障がいのみに起因するものではなく、社

会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデ
ル」の考え方を踏まえたものです。

３・支援の体制
原則として、支援は本人の申し出により行います。
学生本人、障がい学生支援室、Campus HUB・所属する学部教務課の三者による

「建設的対話」に基づき、必要な合理的配慮の内容を決定し、授業やその他の場面に
おける配慮を実施します。

相談窓口
相談を必要とする方は、Campus HUBまたは「障がい学生支援室」にお尋ねく
ださい。もちろん、龍谷大学のあらゆる部署や教職員も相談をお受けします。

配慮依頼
文書発行合理的配慮の

内容決定

支援申請・相談

障がい学生支援室 Campus HUB
学部教務課

教員
関連部署

・入試における配慮
・入学式等の配慮
・留学生支援
・施設整備
・読書バリアフリー
・学生の心身面
・キャリア支援

障がい学生
（利用学生）

授業における
合理的配慮

その他の場面の
合理的配慮
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合理的配慮の決定については、内容
が、合理的配慮を提供する側にとって
「過重な負担」にならないかどうか、
という視点においても検討します。
（以下、過重な負担を検討する視点）

①事務・事業への影響の程度（本来業
務付随あるか）
②実現可能性の程度（物理的・技術的
制約、人的・体制上の制約）
③費用・負担の程度
④事務・事業規模
⑤財政・財政状況

建設的対話に基づく合理的配慮について
龍谷大学における合理的配慮は、機能障がいのある学生、学部、障がい学生支援室

の「建設的対話」により決定します。「建設的対話」は、学生の申出内容と、以下に
示す合理的配慮の原則を確認しながら行います。

合理的配慮の具体的な内容については、機能障がいのある学生からの申出を起点に、
学生、Campus HUB・学部教務課、障がい学生支援室の三者の話し合いにより決定し
ます。このプロセスを「建設的対話」と言います。学生ごとに、機能障がいの状態、
授業における困りごと等は異なりますので、ひとり一人の学生との「建設的対話」を
重視しています。
また「建設的対話」は、障がい学生支援の申出を最初に行った時だけではなく、授

業で具体的な困りごとが生じ配慮内容を確認したい時や変更したい時、授業担当教員
の判断を要する場合など適宜行う必要があります。学生自身が「建設的対話」の主体
として、自分の意思を教職員（授業担当教員、Campus HUB・学部教務課、障がい学
生支援室など）へ伝え、対話に参加することが必要不可欠となります。
より良い合理的配慮のために、学生は、困りごとを伝えること、迷った時や不安な

時は相談することを心掛けてください。

Campus HUB・学部教務課
(必要に応じて教員)

障がい学生支援室

履修科目ごとに必要な
配慮内容について検討

建設的対話

学生
困りごと、希望する配慮内容
等について申出

機能障がいの状態、困り
ごとを聞き取り、適切な
配慮内容について検討

合理的配慮は、本来の大学業務に付随
するものであり、機能障がいのない学生
との比較において同等の教育の機会の提
供を保障するものです。
よって、「教育の目的、内容、評価の本
質」を変更しないという原則があります。
大学の本来業務は教育と研究であり、

それぞれの授業の目的や内容、評価基準
などは、シラバス等で確認できます。学
生が申出を行った配慮内容について、大
学の本来業務の範囲内で授業の本質を変
えずに実施できるかどうか、できない場
合は他に替わる方法は無いかといった視
点で、「建設的対話」を重ねながら具体
的な配慮内容を検討していきます。

「本来業務付随」「機会の均等」

「本質変更不可」
「過重な負担」
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